
労働時間法制度等説明会

宮崎労働基準監督署
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働き方改革における労働時間法制度等の見直しについて



働き方改革を進めましょう

適切な労働時間で働き、ほどよく休暇を取得することは、仕
事に対する社員の意識やモチベーションを高めるとともに、業
務効率の向上にプラスの効果が期待されます。社員の能力がよ
り発揮されやすい環境を整備することは、企業全体としての生
産性を向上させ、収益の拡大、ひいては企業の成長・発展につ
なげることができます。

他方、長時間労働や休暇が取れない生活が状態化すれば、メ
ンタルヘルスに影響を及ぼす可能性が高くなり、生産性は低下
します。また、離職リスクの上昇や、企業イメージの低下など、
さまざまな問題を生じさせることになります。社員のために、
そして企業経営の観点からも、長時間労働の抑制や年次有給休
暇の取得促進が求められています。
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👈この資料から引用しています。

※データは厚生労働省HPより
ダウンロード可能です。

１．時間外労働の上限規制について
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労働時間の原則

わかりやすい解説 ３ページ中段

補足.特例対象事業場
労働者数10人未満の特定業種（①商業②映画演劇業（映画製作の事業を除く）③保
健衛生業④接客娯楽業）については1週44時間、1日8時間が限度時間になります。

例えば会社の休日は土曜・日曜でも、法定休日が日曜に設定されている場合は
土曜の勤務は休日労働ではなく、通常の労働時間としてカウントし、 １日８時間ま
たは週４０時間を超えている部分が時間外労働になります。
一方、日曜の労働は短時間であってもすべて休日労働としてカウントされます。

※36協定の届出なしで時間外・休日
労働を行わせることは法違反です。
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※１．一年単位の変形労働時間制を導入している場合は時間外労働の上限は原則と
して月42時間・年320時間になります。

改正内容（時間外労働の上限規制）

わかりやすい解説 ４ページ中段

※２．特別条項を使用する場合は事前に３６協定で規定しておく必要があります。

※2

※1
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適用猶予（事業・業務）
わかりやすい解説 6ページ下段
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様式 用途

様式第９号 一般労働者について、時間外・休日労働を行わせる場合

様式第９号の２ 限度時間を超えて、時間外・休日労働を行わせる場合
（従来の特別条項付き３６協定届を結ぶ場合）

様式第９号の３ 新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者に時間外・休日労働を
行わせる場合

様式第９号の４ 適用猶予期間中における、適用猶予事業・業務に係る時間外・休日労働を
行わせる場合

様式第９号の５ 適用猶予期間中における、適用猶予事業・業務において、事業場外労働の
みなし労働時間に係る協定の内容を36協定に付記して届出する場合

様式第９号の６ 労使委員会の決議を届出する場合

様式第９号の７ 労働時間等設定改善委員会の決議を届出する場合

新しい様式は、用途に応じて以下の通り制定されています。

新様式の用途一覧
わかりやすい解説 11ページ上段
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わかりやすい解説 9ページ後段

限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び
福祉を確保するための措置について
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1.特別条項がない場合
労働者ごとに「時間外労働時間」「休日労働時間」「合計時間」を算定
□①時間外労働が36協定で設定した1日・1月・1年の上限時間の範囲内
□②休日労働が36協定で設定した休日労働の範囲内
□③時間外・休日労働の合計時間が単月で100時間未満
□④時間外・休日労働の合計時間が前後の２～６か月平均で80時間以内

2.特別条項がある場合
労働者ごとに「特別条項の使用回数」を計上
□ ⑤特別条項の使用回数が1年間を通し年6回以内

２．労働時間の管理イメージ（簡略版）

時間外労働の上限規制まとめ

・時間外・休日労働を行う場合は必ず事前に監督署に36協定を提出する。
・2019年4月1日（中小企業は2020年4月1日）以降を起算日とする36
協定を作成する場合は新様式を使用する。（適用猶予事業除く）
・新様式は複数あるため「わかりやすい解説 11ページ」等で確認する。

１．36協定について
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👈詳細はこの資料をご確認くださ
い。

※データは厚生労働省HPより
ダウンロード可能です。

2． 労働時間の適正把握について



労働時間の状況の把握の実効性確保

● 労働時間の把握義務・具体的な方法を定めた法令は存在しない
（「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」のみ）

これまで

● 長時間労働をした労働者への医師による面接指導を確実に行うために、労働時間の状況の
把握を義務付け

（労働安全衛生法の改正、罰則なし）
（施行日 2019年４月１日）

※ 医師による面接指導を受けさせなかった場合は、50万円以下の罰金の対象

改正後

・裁量労働制や管理監督者を含み、全ての労働者を対象
（高度プロフェッショナル制度適用者は除く）

・タイムカード、パソコンの使用記録など客観的な方法
による把握が原則

■ 労働時間把握の原則
・使用者による現認
・タイムカード、ＩＣカード等の客観的な記録を元に確認

■ 自己申告はやむを得ない場合のみ

ガイドライン対象外
● みなし労働
● 裁量労働
● 管理監督者

16

施行済



労働時間の適正な把握

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
（2017年1月20日策定）

労働時間とは
⇒ 使用者（管理者）の指揮命令下に

置かれている時間

例えば・・・
■義務づけられた準備（所定の服装へ

の着替え等）や業務終了後の後片付
■待機等の時間（手待時間）
■義務づけられた研修・教育・訓練の

受講や、業務に必要な学習等の時間
etc…

労働時間の把握方法
⇒ 始業・終業時刻を確認し、記録

①原則的な確認方法
■自ら現認することにより確認
■タイムカード、ＩＣカード、パソコンの
使用時間の記録等の客観的な記録を基礎
として確認

②自己申告制により行わざるを得ない場合
■適正に自己申告を行うことなどについて
十分な説明

■必要に応じて実態調査
etc…

◆ 長時間労働、サービス残業の防止

労働の実態＝労働時間の把握が重要
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使用者は、労働者名簿、賃金台帳のみならず、出勤簿やタイム
カード等の労働時間の記録に関する書類について、労働基準法
第109条に基づき、３年間保存しなければならないこと。

３年間の起算点は、それらの書類ごとに最後の記載がなされた日となる。
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労働時間の記録に関する書類の保存



長時間労働者に対する面接指導等の流れについて

新規 事業者が管理監督者や裁量労働制の適用者を含めた全ての労働者の労働時間の状況を把握

拡充 事業者が産業医に時間外・

休日労働時間が月80時間超の

労働者の情報を提供

新規 事業者は時間外・休日労働時間が

月80時間超の労働者本人に

労働時間の情報通知

産業医が情報をもとに

労働者に面接指導の申出を勧

奨することができる

拡充 時間外・休日労働時間が月80時間超の労働者が事業者に面接指導の申出

※面接指導の対象要件を月100時間超から月80時間超に拡大
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3． 長時間労働者に対する面接指導



事業者が産業医等による面接指導を実施

事業者が産業医等から労働者の措置等に関する意見を聴く

事業者が産業医等の意見を踏まえて必要な措置を講じる

新規 事業者が産業医に措置内容を情報提供

新規 勧告を行う場合は産業医が事業者からあらかじめ意見を求める

産業医が労働者の健康を確保するために必要があると認める場合は事業者に勧告

新規 事業者が産業医の勧告の内容等を衛生委員会等に報告
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地域産業保健センターのご案内

宮崎市・西都市・
児湯郡・東諸県郡

宮崎市祇園３丁目１番地
矢野産業ビル２階

TEL 0985-71-1069
FAX0985-71-1069

〒880-0024
宮崎市祇園3丁目1番地矢野産業祇園ビル２階
TEL 0985-62-2511
FAX：0985-62-2522
E-mail:miyasanpo@miyazakis.johas.go.jp

mailto:miyasanpo@miyazakis.johas.go.jp


中小企業に対する月60時間超の

時間外労働の割増賃金率の適用猶予見直し
■2023年4月1日から、月60時間を超える残業は、割増賃金率が上がります

（現在）

月60時間超の残業割増賃金率

大企業は５０％

中小企業は２５％

（改正後） 2023年4月1日施行

月60時間超の残業割増賃金率

大企業、中小企業ともに５０％

※中小企業の割増賃金率を引上げ

１か月の時間外労働
１日８時間・１週40時間

を超える労働時間

１か月の時間外労働
１日８時間・１週40時間

を超える労働時間

大企業

中小企業

60時間以下

25%

25% 

60時間超

50%

25% 

大企業

中小企業

60時間以下

25%

25% 

60時間超

50%

50% 
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👈この資料から引用しています。

※データは厚生労働省HPより
ダウンロード可能です。

4．年5日の年次休暇の確実な取得について



補足︓上記２つの要件を満たしている場合、業種、業態に
かかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区
分なく、有給休暇の権利が発生します。
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年次有給休暇の発生要件

わかりやすい解説 ３ページ上段

（※）対象労働者には管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。



①労災による休業期間
②育児・介護休業法に基づく育児・介護
休業期間
③労働基準法に基づく 産前産後休業
④有給休暇取得日

（参考）出勤率の算定における各種休業の取扱い

①使用者の責による休業期間
②ストライキ他争議行為に係る休業期間

１．出勤したものとして取り扱うもの

２．分母となる労働日数自体から除外するもの
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年次有給休暇の発生要件



継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上

付与日数 10 11 12 14 16 18 20

１．週所定労働日数が5日以上または週所定労働時間が30時間以上の労働者

２．週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者

週所定労
働日数

１年間の所
定労働日数

継続勤務年数

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上

付
与
日
数

4日 169～216日 7 8 9 10 12 13 15
3日 121～168日 5 6 6 8 9 10 11
2日 73～120日 3 4 4 5 6 6 7
1日 48～72日 1 2 2 2 3 3 3
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年次有給休暇の付与日数

わかりやすい解説 ３ページ中段

補足:年10日以上有休が発生する労働者については5日間の取得
義務の対象者となります。
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年次有給休暇の付与に関するルール

わかりやすい解説 4ページ上段
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年次有給休暇の付与に関するルール

わかりやすい解説 4ページ下段
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法改正による5日間の取得義務について

補足:前年からの繰越分は含まず、基準日に10日以上有休が発
生する場合が対象になります。

わかりやすい解説 5ページ上段

週所定労
働日数

１年間の所
定労働日数

継続勤務年数

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上

付
与
日
数

4日 169～216日 7 8 9 10 12 13 15
3日 121～168日 5 6 6 8 9 10 11
2日 73～120日 3 4 4 5 6 6 7
1日 48～72日 1 2 2 2 3 3 3
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時季指定義務について

わかりやすい解説 5ページ中段
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時季指定の方法

わかりやすい解説 4-5ページ
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年次有給休暇管理簿
わかりやすい解説 6-7ページ
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わかりやすい解説 7ページ中段

就業規則への規定



４/１入社 10/１ ３/31 ４/１ ９/30 ３/31 ４/１ ３/31
● ● ●● ● ●● ●

５日取得
５日取得

５日取得

重複が生じる通算期間で

期間に応じた日数を

取得させることも可

１年半で7.5日取得すればOK

重複

期間に応じた日数＝５日÷12月×重複期間を含む通算月数
※ 上の例は、重複の通算期間（10/１～３/31）が18か月な

ので、期間に応じた日数は、５日÷12月×18月 ＝ 7.5日
【１日未満の端数】

１日未満の端数は、0.5日または１日に繰り上げ
※ 例えば、計算上、8.23日となった場合

社員が半日単位の取得を希望する場合 8.5日
半日単位の取得を希望しない場合 ９日

10日付与 11日付与 12日付与
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有休付与日の前倒しによる統一について



１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 …
青木 ○ ○ ○ 休 休 ○ ○ ○

…
山﨑 ○ 休 ○ ○ ○ 休 ○ ○
山田 休 ○ ○ ○ ○ ○ 休 ○
村上 …

例 所定休日（公休）の一部を有給休暇として扱う

有給休暇扱い
にする

実質的に出勤日数と休みの日数が変わらない

出勤義務のある日に休みリフレッシュするという法の趣旨に反する
※ 所定休日に有給休暇を請求する余地はないとされている

有給休暇扱いにした日を所定出勤日だったと主張すれば、所定休日が減り、所定
出勤日が全体として増える

⇒ 月額手当の時間単価が下がるなど、労働条件の不利益変更

有給休暇扱いにした日を所定出勤日だったと主張しない場合、実質的な有給休暇
の買い上げ

⇒ 時効消滅前の有給休暇の買い上げは認められていない

問題点１

問題点2

問題点３
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法改正に伴う注意事項



• 2019年４月１日以降の付与日から１年間で、５日以上の取得義務

❶ 2019年４月１日以降に付与される年次有給休暇が対象

• 週５日以上、週４日で３年半以上、週３日で５年半以上のパート・アルバイトも対象

❷ 労働基準法に基づく付与日数が年間10日以上の者が対象

• 企業規模や業種による猶予措置はありません

❸ 大企業、中小企業を問わず2019年４月１日から適用

• 従業員の希望を踏まえ時季指定、計画的付与、自ら取得など合計５日以上確保

❹ 様々な手法で合計５日以上取得できればOK

• ５日以上の取得ができなかった場合、処罰の対象になりえます

❺ 違反の罰則は30万円以下の罰金

今でも5日以上休んでいる人
は今のままでOK
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年次有給休暇 まとめ 施行済



働き方改革法施行期日
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長時間労働防止・健康管理強化

公正な待遇の確保

有給休暇５日取得

高度プロフェッショナル制度

労働時間の状況の把握

面接指導強化

インターバル制度

フレックスタイム

時間外労働の上限規制

月60時間超の割増賃金猶予廃止

パートタイム労働者

有期雇用労働者

派遣労働者

大企業・中小企業ともに

2019年４月１日

施行済

大企業 2019年４月１日 中小企業 2020年４月１日

中小企業 2023年４月１日

大企業 2020年４月１日

大企業・中小企業ともに 2020年４月１日

中小企業 2021年４月１日
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5
.
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6．副業・兼業の促進に関するガイドライン
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